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三木市商店振興協議会三木市商店振興協議会三木市商店振興協議会三木市商店振興協議会    委員名簿委員名簿委員名簿委員名簿    

    

任期任期任期任期    平成平成平成平成 25252525 年年年年 7777 月月月月 1111 日日日日～～～～平成平成平成平成 26262626 年年年年 6666 月月月月 30303030 日日日日    

    氏氏氏氏        名名名名    役役役役    職職職職    名名名名    備備備備    考考考考    

１１１１    蔵迫蔵迫蔵迫蔵迫        登登登登    三木商工会議所監事三木商工会議所監事三木商工会議所監事三木商工会議所監事    
    

２２２２    松井松井松井松井    秀樹秀樹秀樹秀樹    三木商工会議所議員三木商工会議所議員三木商工会議所議員三木商工会議所議員    
    

３３３３    山田山田山田山田    照明照明照明照明    
三木商工会議所食三木商工会議所食三木商工会議所食三木商工会議所食 づくりのづくりのづくりのづくりの会会会会

会長会長会長会長    

    

４４４４    平山平山平山平山    孝明孝明孝明孝明    三木市商店街連合会会長三木市商店街連合会会長三木市商店街連合会会長三木市商店街連合会会長    
    

５５５５    大下大下大下大下    伸也伸也伸也伸也    三木市商店街連合会三木市商店街連合会三木市商店街連合会三木市商店街連合会    
    

６６６６    岩谷岩谷岩谷岩谷        司司司司    三木市商店街連合会三木市商店街連合会三木市商店街連合会三木市商店街連合会    
    

７７７７    河合河合河合河合    正司正司正司正司    三木市商店街連合会三木市商店街連合会三木市商店街連合会三木市商店街連合会    
    

８８８８    三村三村三村三村    広昭広昭広昭広昭    吉川町商工会副会長吉川町商工会副会長吉川町商工会副会長吉川町商工会副会長    
    

９９９９    津田賢一郎津田賢一郎津田賢一郎津田賢一郎    公募委員公募委員公募委員公募委員    
    

10101010    青野青野青野青野    信良信良信良信良    公募委員公募委員公募委員公募委員    
    

    （（（（幹事幹事幹事幹事））））        
    

１１１１    河合河合河合河合    敏郎敏郎敏郎敏郎    三木商工会議所専務理事三木商工会議所専務理事三木商工会議所専務理事三木商工会議所専務理事    
    

２２２２    西原西原西原西原    和孝和孝和孝和孝    吉川町商工会事務局長吉川町商工会事務局長吉川町商工会事務局長吉川町商工会事務局長    
    

３３３３    永尾永尾永尾永尾    勝彦勝彦勝彦勝彦    三木市産業環境部長三木市産業環境部長三木市産業環境部長三木市産業環境部長    
    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

        藤原藤原藤原藤原    幸彦幸彦幸彦幸彦    三木市産業環境部商工課長三木市産業環境部商工課長三木市産業環境部商工課長三木市産業環境部商工課長    

参考資料参考資料参考資料参考資料１１１１     
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○○○○三木市商店振興協議会条例三木市商店振興協議会条例三木市商店振興協議会条例三木市商店振興協議会条例    

昭和昭和昭和昭和 29292929 年年年年 10101010 月月月月 15151515 日日日日    

条例第条例第条例第条例第 40404040 号号号号    

((((設置設置設置設置))))    

第第第第 1111 条条条条    三木市三木市三木市三木市にににに三木市商店振興協議会三木市商店振興協議会三木市商店振興協議会三木市商店振興協議会((((以下以下以下以下「「「「協議会協議会協議会協議会」」」」というというというという。。。。))))をををを

設設設設けけけけ事務所事務所事務所事務所をををを三木市役所内三木市役所内三木市役所内三木市役所内にににに置置置置くくくく。。。。    

((((目的目的目的目的))))    

第第第第 2222 条条条条    協議会協議会協議会協議会はははは三木市三木市三木市三木市のののの商店振興方策商店振興方策商店振興方策商店振興方策についてについてについてについて市長市長市長市長のののの諮問諮問諮問諮問にににに応応応応じじじじ審審審審

議答申議答申議答申議答申しししし、、、、又又又又はははは市長市長市長市長にににに対対対対してしてしてして建議建議建議建議するとともにこれのするとともにこれのするとともにこれのするとともにこれの執行執行執行執行にににに協力協力協力協力しししし三三三三

木市木市木市木市のののの発展発展発展発展をををを図図図図るをるをるをるを目的目的目的目的とするとするとするとする。。。。    

((((組織組織組織組織))))    

第第第第 3333 条条条条    協議会協議会協議会協議会はははは若干名若干名若干名若干名のののの委員委員委員委員をををを以以以以ってってってって組織組織組織組織しししし市長市長市長市長がこれをがこれをがこれをがこれを委嘱委嘱委嘱委嘱するするするする。。。。    

2222    協議会協議会協議会協議会はははは会長会長会長会長、、、、副会長副会長副会長副会長をををを置置置置きききき委員委員委員委員がこれをがこれをがこれをがこれを互選互選互選互選するするするする。。。。    

((((役員役員役員役員のののの任務任務任務任務))))    

第第第第 4444 条条条条    会長会長会長会長はははは協議会協議会協議会協議会をををを代表代表代表代表しししし会務会務会務会務をををを総理総理総理総理するするするする。。。。    

2222    副会長副会長副会長副会長はははは会長会長会長会長をををを補佐補佐補佐補佐しししし会長事故会長事故会長事故会長事故あるときはそのあるときはそのあるときはそのあるときはその職務職務職務職務をををを代理代理代理代理するするするする。。。。    

第第第第 5555 条条条条    削除削除削除削除    

((((委員委員委員委員のののの任期任期任期任期))))    

第第第第 6666 条条条条    委員委員委員委員のののの任期任期任期任期はははは 2222 年年年年としとしとしとし再任再任再任再任をををを妨妨妨妨げないげないげないげない。。。。    

((((会議会議会議会議のののの招集招集招集招集))))    

第第第第 7777 条条条条    協議会協議会協議会協議会はははは会長会長会長会長がこれをがこれをがこれをがこれを招集招集招集招集しししし会長会長会長会長がそのがそのがそのがその議長議長議長議長となるとなるとなるとなる。。。。    

((((過半数決議過半数決議過半数決議過半数決議))))    

第第第第 8888 条条条条    協議会協議会協議会協議会のののの決議決議決議決議はすべてはすべてはすべてはすべて過半数過半数過半数過半数でででで決決決決めめめめ可否同数可否同数可否同数可否同数のときはのときはのときはのときは議長議長議長議長がががが

これをこれをこれをこれを定定定定めるめるめるめる。。。。    

((((特別委員特別委員特別委員特別委員))))    

第第第第 9999 条条条条    市長市長市長市長はははは協議会協議会協議会協議会のののの企画企画企画企画、、、、審議審議審議審議にににに必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときめるときめるときめるとき又又又又はははは会会会会

長長長長のののの要請要請要請要請があったときはがあったときはがあったときはがあったときは臨時又臨時又臨時又臨時又はははは定時定時定時定時にににに特別特別特別特別のののの委員委員委員委員をををを置置置置くことができくことができくことができくことができ

るるるる。。。。    

((((職員職員職員職員))))    

第第第第 10101010 条条条条    協議会協議会協議会協議会にににに幹事若干名幹事若干名幹事若干名幹事若干名をををを置置置置きききき会長会長会長会長がこれをがこれをがこれをがこれを任命任命任命任命するするするする。。。。    

2222    幹事幹事幹事幹事はははは会長会長会長会長のののの指揮指揮指揮指揮にににに従従従従いいいい庶務庶務庶務庶務にににに従事従事従事従事するするするする。。。。    

((((雑則雑則雑則雑則))))    

第第第第 11111111 条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例にににに規定規定規定規定するもののするもののするもののするものの外協議会外協議会外協議会外協議会のののの運営運営運営運営にににに必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは

会長会長会長会長がこれをがこれをがこれをがこれを定定定定めるめるめるめる。。。。    

附附附附    則則則則    

1111    このこのこのこの条条条条例例例例はははは、、、、公布公布公布公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

附附附附    則則則則((((昭和昭和昭和昭和 35353535 年年年年 4444 月月月月 1111 日条例第日条例第日条例第日条例第 7777 号号号号))))    

このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、昭和昭和昭和昭和 35353535 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

附附附附    則則則則((((昭和昭和昭和昭和 47474747 年年年年 5555 月月月月 22222222 日条例第日条例第日条例第日条例第 27272727 号号号号))))    

このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、公布公布公布公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

参考資料参考資料参考資料参考資料２２２２     
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○○○○ 三 木 市 商 店 振 興 協 議 会 運 営 規 則三 木 市 商 店 振 興 協 議 会 運 営 規 則三 木 市 商 店 振 興 協 議 会 運 営 規 則三 木 市 商 店 振 興 協 議 会 運 営 規 則     

昭 和昭 和昭 和昭 和 292 92 92 9 年年年年 121 21 21 2 月月月月 1111 日日日日     

規 則 第規 則 第規 則 第規 則 第 101 01 01 0 号号号号     

((((会 議会 議会 議会 議 ))))         

第第第第 1111 条条条条     会 議会 議会 議会 議 のののの 日 時日 時日 時日 時 はははは 会 長会 長会 長会 長 が こ れ をが こ れ をが こ れ をが こ れ を 定定定定 め るめ るめ るめ る 。。。。     

2222     会 議会 議会 議会 議 のののの 開 閉開 閉開 閉開 閉 はははは 議 長議 長議 長議 長 が こ れ をが こ れ をが こ れ をが こ れ を 行行行行 うううう 。。。。     

((((招 集 通 知招 集 通 知招 集 通 知招 集 通 知 ))))     

第第第第 2222 条条条条     会 長会 長会 長会 長 はははは 緊 急 止緊 急 止緊 急 止緊 急 止 む をむ をむ をむ を 得得得得 な いな いな いな い 場 合場 合場 合場 合 をををを 除除除除 く ほ かく ほ かく ほ かく ほ か 、、、、 す べ てす べ てす べ てす べ て 3333

日 以 前日 以 前日 以 前日 以 前 にににに 招 集 通 知招 集 通 知招 集 通 知招 集 通 知 をををを 発発発発 し な け れ ば な ら な いし な け れ ば な ら な いし な け れ ば な ら な いし な け れ ば な ら な い 。。。。     

((((定 足 数定 足 数定 足 数定 足 数 ))))     

第第第第 3333 条条条条     協 議 会協 議 会協 議 会協 議 会 はははは 原 則原 則原 則原 則 と し てと し てと し てと し て 過 半 数過 半 数過 半 数過 半 数 のののの 出 席出 席出 席出 席 が な け れ ばが な け れ ばが な け れ ばが な け れ ば 会 議会 議会 議会 議 をををを

開開開開 くくくく 事事事事 が で き な いが で き な いが で き な いが で き な い 。。。。 た だ した だ した だ した だ し 、、、、 軽 易軽 易軽 易軽 易 のののの 事 件事 件事 件事 件 に つ い て は こ のに つ い て は こ のに つ い て は こ のに つ い て は こ の 限限限限 りりりり

で な いで な いで な いで な い 。。。。     

2222     前 項前 項前 項前 項 た だ した だ した だ した だ し 書書書書 のののの 判 定判 定判 定判 定 はははは 会 長会 長会 長会 長 が こ れ をが こ れ をが こ れ をが こ れ を 行行行行 うううう 。。。。     

((((欠 席 通 知欠 席 通 知欠 席 通 知欠 席 通 知 ))))     

第第第第 4444 条条条条     委 員委 員委 員委 員 がががが 会 議会 議会 議会 議 にににに 欠 席欠 席欠 席欠 席 し よ う と す る と き は あ ら か じ めし よ う と す る と き は あ ら か じ めし よ う と す る と き は あ ら か じ めし よ う と す る と き は あ ら か じ め 理理理理

由由由由 をををを 付付付付 し てし てし てし て 会 長会 長会 長会 長 にににに 届届届届 けけけけ 出出出出 な け れ ば な ら な いな け れ ば な ら な いな け れ ば な ら な いな け れ ば な ら な い 。。。。     

((((議 案議 案議 案議 案 ))))     

第第第第 5555 条条条条     会 長会 長会 長会 長 はははは 議 案議 案議 案議 案 をををを 印 刷印 刷印 刷印 刷 し て あ ら か じ めし て あ ら か じ めし て あ ら か じ めし て あ ら か じ め 委 員委 員委 員委 員 にににに 通 知通 知通 知通 知 し な けし な けし な けし な け

れ ば な ら な いれ ば な ら な いれ ば な ら な いれ ば な ら な い 。。。。     

2222     委 員委 員委 員委 員 がががが 発 案発 案発 案発 案 し よ う と す るし よ う と す るし よ う と す るし よ う と す る 場 合場 合場 合場 合 は そ のは そ のは そ のは そ の 案案案案 をををを 備備備備 ええええ 理 由理 由理 由理 由 をををを 付付付付 し てし てし てし て

あ ら か じ めあ ら か じ めあ ら か じ めあ ら か じ め 会 長会 長会 長会 長 にににに 届届届届 けけけけ 出出出出 な け れ ば な ら な いな け れ ば な ら な いな け れ ば な ら な いな け れ ば な ら な い 。。。。     

3333     前 項前 項前 項前 項 のののの 規 定規 定規 定規 定 に か か わ ら ずに か か わ ら ずに か か わ ら ずに か か わ ら ず 緊 急緊 急緊 急緊 急 をををを 要要要要 す るす るす るす る 場 合場 合場 合場 合 はははは 会 議会 議会 議会 議 のののの 席 上席 上席 上席 上 でででで

発 案発 案発 案発 案 す る こ と が で き るす る こ と が で き るす る こ と が で き るす る こ と が で き る 。。。。     

((((委 員委 員委 員委 員 のののの 招 集 請 求招 集 請 求招 集 請 求招 集 請 求 ))))     

第第第第 6666 条条条条     協 議 会協 議 会協 議 会協 議 会 のののの 目 的 達 成目 的 達 成目 的 達 成目 的 達 成 にににに 必 要必 要必 要必 要 な た めな た めな た めな た め 委 員委 員委 員委 員 よ りよ りよ りよ り 議 案議 案議 案議 案 と そ のと そ のと そ のと そ の

理 由理 由理 由理 由 をををを 付付付付 し てし てし てし て 開 会開 会開 会開 会 のののの 請 求請 求請 求請 求 が あ っ た と き はが あ っ た と き はが あ っ た と き はが あ っ た と き は 必 要必 要必 要必 要 にににに 応応応応 じ てじ てじ てじ て 会 長会 長会 長会 長 はははは

こ れ をこ れ をこ れ をこ れ を 招 集招 集招 集招 集 す るす るす るす る 。。。。     

((((委 員委 員委 員委 員 のののの 辞 職辞 職辞 職辞 職 ))))     

第第第第 7777 条条条条     特 別特 別特 別特 別 のののの 場 合場 合場 合場 合 をををを 除除除除 く ほ かく ほ かく ほ かく ほ か 、、、、 委 員委 員委 員委 員 がががが 任 期 中任 期 中任 期 中任 期 中 にににに 辞 職辞 職辞 職辞 職 し よ うし よ うし よ うし よ う

と す る と き は あ ら か じ めと す る と き は あ ら か じ めと す る と き は あ ら か じ めと す る と き は あ ら か じ め 会 長会 長会 長会 長 にににに 申申申申 しししし 出出出出 て そ のて そ のて そ のて そ の 承 認承 認承 認承 認 をををを 受受受受 け な けけ な けけ な けけ な け

れ ば な ら な いれ ば な ら な いれ ば な ら な いれ ば な ら な い 。。。。     

((((決 議決 議決 議決 議 ))))     

第第第第 8888 条条条条     協 議 会協 議 会協 議 会協 議 会 のののの 決 議決 議決 議決 議 はははは 、、、、 す べ てす べ てす べ てす べ て 出 席 委 員出 席 委 員出 席 委 員出 席 委 員 のののの 過 半 数過 半 数過 半 数過 半 数 で こ れ をで こ れ をで こ れ をで こ れ を

決決決決 め るめ るめ るめ る 。。。。     

((((要 請要 請要 請要 請 のののの 処 理処 理処 理処 理 ))))         
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第第第第 9999 条条条条     協 議 会協 議 会協 議 会協 議 会 がががが 個 人 及個 人 及個 人 及個 人 及 びびびび 団 体団 体団 体団 体 よ りよ りよ りよ り 商 店 振 興 対 策商 店 振 興 対 策商 店 振 興 対 策商 店 振 興 対 策 にににに 関関関関 す るす るす るす る 事事事事

件件件件 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て 陳 情 又陳 情 又陳 情 又陳 情 又 はははは 要 請要 請要 請要 請 をををを 受受受受 け たけ たけ たけ た 場 合 会 長場 合 会 長場 合 会 長場 合 会 長 は こ れ をは こ れ をは こ れ をは こ れ を 会 議会 議会 議会 議 にににに 付付付付

し てし てし てし て 処 理処 理処 理処 理 し な け れ ば な ら な いし な け れ ば な ら な いし な け れ ば な ら な いし な け れ ば な ら な い 。。。。     

((((出 席出 席出 席出 席 のののの 督 促督 促督 促督 促 ))))     

第第第第 101 01 01 0 条条条条     会 長会 長会 長会 長 はははは 定 期 的定 期 的定 期 的定 期 的 にににに 委 員委 員委 員委 員 のののの 出 席 状 態出 席 状 態出 席 状 態出 席 状 態 をををを 調 査調 査調 査調 査 しししし 欠 席欠 席欠 席欠 席 のののの 多多多多 いいいい

委 員委 員委 員委 員 にににに 対対対対 し て は こ れ をし て は こ れ をし て は こ れ をし て は こ れ を 督 促督 促督 促督 促 し な け れ ば な ら な いし な け れ ば な ら な いし な け れ ば な ら な いし な け れ ば な ら な い 。。。。     

((((費 用 弁 償費 用 弁 償費 用 弁 償費 用 弁 償 のののの 承 認承 認承 認承 認 ))))     

第第第第 111 11 11 1 条条条条     委 員委 員委 員委 員 がががが 費 用 弁 償費 用 弁 償費 用 弁 償費 用 弁 償 をををを 必 要必 要必 要必 要 と す ると す ると す ると す る 職 務職 務職 務職 務 をををを 行行行行 う と き は あ らう と き は あ らう と き は あ らう と き は あ ら

か じ めか じ めか じ めか じ め 会 長会 長会 長会 長 にににに 届届届届 けけけけ 出出出出 てててて 、、、、 会 長会 長会 長会 長 はははは 市 長市 長市 長市 長 のののの 承 認承 認承 認承 認 をををを 受受受受 け な け れ ば なけ な け れ ば なけ な け れ ば なけ な け れ ば な

ら な い も の と す るら な い も の と す るら な い も の と す るら な い も の と す る 。。。。     

((((記 録記 録記 録記 録 のののの 作 成作 成作 成作 成 ))))     

第第第第 121 21 21 2 条条条条     会 長会 長会 長会 長 はははは 幹 事幹 事幹 事幹 事 にににに 命命命命 じじじじ 協 議 会協 議 会協 議 会協 議 会 のののの 議 事 記 録議 事 記 録議 事 記 録議 事 記 録 をををを 作 製作 製作 製作 製 さ せ な けさ せ な けさ せ な けさ せ な け

れ ば な ら な いれ ば な ら な いれ ば な ら な いれ ば な ら な い 。。。。     

((((補 則補 則補 則補 則 ))))     

第第第第 131 31 31 3 条条条条     協 議 会 条 例 及協 議 会 条 例 及協 議 会 条 例 及協 議 会 条 例 及 び こ のび こ のび こ のび こ の 規 則規 則規 則規 則 にににに 規 定規 定規 定規 定 の な いの な いの な いの な い 事 項事 項事 項事 項 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て

はははは 会 長会 長会 長会 長 が こ れ をが こ れ をが こ れ をが こ れ を 決決決決 す るす るす るす る 。。。。     

附附附附     則則則則     

本 則本 則本 則本 則 をををを 改 正改 正改 正改 正 し よ う と す る と き はし よ う と す る と き はし よ う と す る と き はし よ う と す る と き は 委 員委 員委 員委 員 のののの 過 半 数 決 議過 半 数 決 議過 半 数 決 議過 半 数 決 議 をををを 必 要必 要必 要必 要 とととと

す るす るす るす る 。。。。     

附附附附     則則則則 ((((平 成平 成平 成平 成 202 02 02 0 年年年年 3333 月月月月 313 13 13 1 日 規 則 第日 規 則 第日 規 則 第日 規 則 第 3333 号 抄号 抄号 抄号 抄 ))))     

((((施 行 期 日施 行 期 日施 行 期 日施 行 期 日 ))))     

1111     こ のこ のこ のこ の 規 則規 則規 則規 則 はははは 、、、、 平 成平 成平 成平 成 202 02 02 0 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日 か らか らか らか ら 施 行施 行施 行施 行 す るす るす るす る 。。。。     

        

４  



 

三木市中小企業振興条例三木市中小企業振興条例三木市中小企業振興条例三木市中小企業振興条例    

    

    （（（（目的目的目的目的））））    

第第第第１１１１条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業がががが地域地域地域地域のののの発展発展発展発展にににに欠欠欠欠かせないものであるかせないものであるかせないものであるかせないものである

ことをことをことをことを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける中小企業中小企業中小企業中小企業のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項をををを

定定定定めることによりめることによりめることによりめることにより、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする施策施策施策施策をををを総合的総合的総合的総合的にににに推進推進推進推進しししし、、、、

地域経済地域経済地域経済地域経済のののの活性化及活性化及活性化及活性化及びびびび雇用雇用雇用雇用のののの促進促進促進促進をををを図図図図りりりり、、、、もってもってもってもって豊豊豊豊かでかでかでかで質質質質のののの高高高高いいいい市市市市

民生活民生活民生活民生活をををを実現実現実現実現することをすることをすることをすることを目的目的目的目的とするとするとするとする。。。。    

    （（（（定義定義定義定義））））    

第第第第２２２２条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例においてにおいてにおいてにおいて、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる用語用語用語用語のののの意義意義意義意義はははは、、、、当該各当該各当該各当該各

号号号号にににに定定定定めるところによるめるところによるめるところによるめるところによる。。。。    

    (1)(1)(1)(1)    中小企業者中小企業者中小企業者中小企業者    中小企業基本法中小企業基本法中小企業基本法中小企業基本法（（（（昭和昭和昭和昭和３８３８３８３８年法律第年法律第年法律第年法律第１５４１５４１５４１５４号号号号））））第第第第

２２２２条第条第条第条第１１１１項各号項各号項各号項各号にににに掲掲掲掲げるものであってげるものであってげるものであってげるものであって市内市内市内市内にににに主主主主たるたるたるたる事務所又事務所又事務所又事務所又はははは事事事事

業所業所業所業所をををを有有有有するものをいうするものをいうするものをいうするものをいう。。。。    

    (2)(2)(2)(2)    大企業者大企業者大企業者大企業者    中小企業者以外中小企業者以外中小企業者以外中小企業者以外のののの事業者事業者事業者事業者であってであってであってであって、、、、市内市内市内市内にににに事務所又事務所又事務所又事務所又

はははは事業所事業所事業所事業所をををを有有有有するものをいうするものをいうするものをいうするものをいう。。。。    

(3)(3)(3)(3)    経済団体等経済団体等経済団体等経済団体等    商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所、、、、商工会等商工会等商工会等商工会等のののの経済団体並経済団体並経済団体並経済団体並びにびにびにびに中小企業中小企業中小企業中小企業

のののの振興振興振興振興をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的とするとするとするとする団体及団体及団体及団体及びそのびそのびそのびその連合会連合会連合会連合会であってであってであってであって、、、、市市市市

内内内内にににに事務所事務所事務所事務所をををを有有有有するものをいうするものをいうするものをいうするものをいう。。。。    

(4)(4)(4)(4)    市民市民市民市民    市内市内市内市内にににに住所住所住所住所をををを有有有有するするするする者又者又者又者又はははは市内市内市内市内にににに通勤通勤通勤通勤しししし、、、、若若若若しくはしくはしくはしくは通学通学通学通学

するするするする者者者者をいうをいうをいうをいう。。。。    

    （（（（基本方針基本方針基本方針基本方針））））    

第第第第３３３３条条条条    中小企業中小企業中小企業中小企業のののの振興振興振興振興はははは、、、、中小企業者中小企業者中小企業者中小企業者のののの独自独自独自独自のののの創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫とととと自主的自主的自主的自主的なななな

努力努力努力努力をををを尊重尊重尊重尊重しつつしつつしつつしつつ、、、、本市本市本市本市のののの歴史歴史歴史歴史、、、、金物産業金物産業金物産業金物産業がががが集積集積集積集積するというするというするというするという産業構産業構産業構産業構

造造造造のののの特性特性特性特性をををを活活活活かすとともにかすとともにかすとともにかすとともに、、、、国国国国、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県そのそのそのその他他他他のののの機関機関機関機関（（（（以下以下以下以下「「「「国等国等国等国等」」」」

というというというという。）。）。）。）とのとのとのとの連携連携連携連携をををを図図図図りりりり、、、、そのそのそのその協力協力協力協力をををを得得得得ながらながらながらながら、、、、中小企業者中小企業者中小企業者中小企業者、、、、大企大企大企大企

業者業者業者業者、、、、経済団体等経済団体等経済団体等経済団体等、、、、市民及市民及市民及市民及びびびび市市市市がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって施策施策施策施策をををを推進推進推進推進するものするものするものするもの

とするとするとするとする。。。。    

    （（（（施策施策施策施策））））    

第第第第４４４４条条条条    市市市市はははは、、、、前条前条前条前条のののの基本方針基本方針基本方針基本方針にににに基基基基づきづきづきづき、、、、実施計画実施計画実施計画実施計画をををを定定定定めめめめ、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げげげげ

るるるる施策施策施策施策をををを実施実施実施実施するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

(1)(1)(1)(1)    経営経営経営経営のののの革新及革新及革新及革新及びびびび経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強化並強化並強化並強化並びにびにびにびに創業創業創業創業をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための

施策施策施策施策    

(2)(2)(2)(2)    新新新新たなたなたなたな産業産業産業産業をををを創出創出創出創出するためのするためのするためのするための施策施策施策施策    

(3)(3)(3)(3)    技術力技術力技術力技術力、、、、経営力経営力経営力経営力のののの高度化高度化高度化高度化をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための施策施策施策施策    

(4)(4)(4)(4)    市内経済市内経済市内経済市内経済のののの循環循環循環循環をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための施策施策施策施策    

(5)(5)(5)(5)    社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢のののの変化変化変化変化へのへのへのへの適応適応適応適応をををを円滑化円滑化円滑化円滑化するためのするためのするためのするための施策施策施策施策    

    (6)(6)(6)(6)    情報収集及情報収集及情報収集及情報収集及びびびび発信発信発信発信をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための施策施策施策施策    

(7)(7)(7)(7)    雇用雇用雇用雇用のののの安定及安定及安定及安定及びびびび人材人材人材人材をををを育成育成育成育成するためのするためのするためのするための施策施策施策施策    

（（（（市市市市のののの責務責務責務責務））））    

第第第第５５５５条条条条    市市市市はははは、、、、前条前条前条前条にににに規定規定規定規定するするするする施策施策施策施策をををを社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢のののの変化変化変化変化にににに応応応応じてじてじてじて計計計計

画的画的画的画的にににに実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる措置措置措置措置をををを講講講講ずるものとするずるものとするずるものとするずるものとする。。。。    

(1)(1)(1)(1)    施策施策施策施策のののの実施実施実施実施にににに要要要要するするするする庁内体制庁内体制庁内体制庁内体制のののの整備及整備及整備及整備及びびびび財政上財政上財政上財政上のののの措置措置措置措置にににに努努努努めめめめ

ることることることること。。。。    

(2)(2)(2)(2)    国等国等国等国等とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて国等国等国等国等にににに対対対対しししし国国国国

参考資料参考資料参考資料参考資料４４４４     

５  



 

等等等等のののの施策施策施策施策のののの充実及充実及充実及充実及びびびび改善改善改善改善をををを要請要請要請要請することすることすることすること。。。。    

    （（（（中小企業者中小企業者中小企業者中小企業者のののの努力努力努力努力））））    

第第第第６６６６条条条条    中小企業者中小企業者中小企業者中小企業者はははは、、、、自自自自らがらがらがらが地域社会地域社会地域社会地域社会のののの基盤基盤基盤基盤をををを形成形成形成形成していることをしていることをしていることをしていることを

認識認識認識認識しししし、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける雇用雇用雇用雇用のののの促進促進促進促進、、、、雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの整備及整備及整備及整備及びびびび人材人材人材人材のののの育成育成育成育成

にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済のののの活性化及活性化及活性化及活性化及びびびび地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献にににに努努努努めめめめ

るものとするるものとするるものとするるものとする。。。。    

（（（（大企業者大企業者大企業者大企業者のののの努力努力努力努力））））    

第第第第７７７７条条条条    大企業者大企業者大企業者大企業者はははは、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業とととと大企業大企業大企業大企業がががが共共共共にににに地域社会地域社会地域社会地域社会のののの発展発展発展発展のためのためのためのため

にににに重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを果果果果たしていることをたしていることをたしていることをたしていることを認識認識認識認識するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、中小企業者中小企業者中小企業者中小企業者

及及及及びびびび経済団体等経済団体等経済団体等経済団体等とととと連携連携連携連携しししし、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済のののの活性化及活性化及活性化及活性化及びびびび地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献

にににに努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

    （（（（経済団体等経済団体等経済団体等経済団体等のののの努力努力努力努力））））    

第第第第８８８８条条条条    経済団体等経済団体等経済団体等経済団体等はははは、、、、中小企業者中小企業者中小企業者中小企業者のののの自主的自主的自主的自主的なななな努力及努力及努力及努力及びびびび創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫をををを支支支支

援援援援するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業のののの振興振興振興振興のためののためののためののための施策施策施策施策をををを通通通通じじじじ、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会にににに

貢献貢献貢献貢献するようするようするようするよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

（（（（市民市民市民市民のののの理解理解理解理解とととと協力協力協力協力））））    

第第第第９９９９条条条条    市民市民市民市民はははは、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業のののの振興振興振興振興がががが地域経済地域経済地域経済地域経済のののの活性化及活性化及活性化及活性化及びびびび市民生活市民生活市民生活市民生活のののの

向上向上向上向上にににに寄与寄与寄与寄与していることをしていることをしていることをしていることを理解理解理解理解しししし、、、、そのそのそのその健全健全健全健全なななな発展発展発展発展にににに協力協力協力協力するようするようするようするよう

努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

（（（（中小企業振興審議会中小企業振興審議会中小企業振興審議会中小企業振興審議会））））    

第第第第１０１０１０１０条条条条    中小企業中小企業中小企業中小企業のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする施策施策施策施策についてについてについてについて、、、、市長市長市長市長のののの諮問諮問諮問諮問にににに応応応応じじじじ

審議答申審議答申審議答申審議答申しししし、、、、又又又又はははは市長市長市長市長にににに対対対対してしてしてして建議建議建議建議するためするためするためするため、、、、三木三木三木三木市中小企業振興市中小企業振興市中小企業振興市中小企業振興

審議会審議会審議会審議会（（（（以下以下以下以下「「「「審議会審議会審議会審議会」」」」というというというという。）。）。）。）をををを設置設置設置設置するするするする。。。。    

２２２２    審議会審議会審議会審議会はははは、、、、委員委員委員委員１０１０１０１０人以内人以内人以内人以内をもってをもってをもってをもって組織組織組織組織するするするする。。。。    

３３３３    委員委員委員委員はははは、、、、学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者、、、、市民市民市民市民、、、、事業者事業者事業者事業者そのそのそのその他市長他市長他市長他市長がががが適当適当適当適当とととと認認認認めるめるめるめる者者者者

のうちからのうちからのうちからのうちから市長市長市長市長がががが委嘱委嘱委嘱委嘱するするするする。。。。    

４４４４    委員委員委員委員のののの任期任期任期任期はははは２２２２年年年年としとしとしとし、、、、補欠補欠補欠補欠のののの委員委員委員委員のののの任期任期任期任期はははは、、、、前任者前任者前任者前任者のののの残任期間残任期間残任期間残任期間

とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし、、、、再任再任再任再任をををを妨妨妨妨げないげないげないげない。。。。    

５５５５    審議会審議会審議会審議会にににに専門的事項専門的事項専門的事項専門的事項をををを分掌分掌分掌分掌させるためさせるためさせるためさせるため、、、、部会部会部会部会をををを置置置置くことができるくことができるくことができるくことができる。。。。    

６６６６    前各項前各項前各項前各項にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、会議会議会議会議のののの組織及組織及組織及組織及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関しししし、、、、必要必要必要必要なななな

事項事項事項事項はははは、、、、規則規則規則規則でででで定定定定めるめるめるめる。。。。    

    

    

附附附附    則則則則    

このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

    

    

６  


